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３． 2013年度事業計画および予算案について

　父母教育後援会事業は、以下を基本的な考えとし、2013 年度事業の詳細は 1 ～ 4 のとおりとする。

　＜父母教育後援会事業に関する基本的な考え方＞

　　 ①	懇談会事業は、これまで以上に父母のニーズに応えられる企画を検討し、その充実を図る。

　　 ②	学生支援事業は、学生が平等かつ公平に支援が受けられる事業に支援する。

　　 ③	広報・通信事業は、会報誌面の充実、HP コンテンツの充実を図る。

　　 ④	特別事業は、基本的に 2012 年度事業を踏襲する。また、「災害時基金積立金」は 2020 年までの

　　 	 8 年間継続する。

１、懇談会事業
　2013 年度も、2012 年度と同様に「総会」、「春のオープンカレッジ」、「都道府県父母教育懇談会」、「秋

のオープンカレッジ・委員懇談会」、「アカデミック京都ウォッチング」の 5 つの企画を実施する。

（１）総会
日時 場所 実施内容

5 月18 日（土）
14:00 −18:15

立命館
朱雀キャンパス

春のオープンカレッジ前日に総会を開催する。また、「地域ブロック
懇談会」を総会と同日に実施する。

（２）春のオープンカレッジ

5 月19 日（日）
10:00 −13:00

衣笠・BKC
両キャンパス

例年低回生父母の参加が多いことから、低回生父母向けの企画を
充実させ実施する。また進路 ･ 就職企画では、2 ～ 3 回生父母向
けの講演会と、4 回生父母向けの個別相談会を実施し、あわせて
学生がキャンパスを案内する「キャンパスツアー」や、父母の満足度
の高い「アカデミック講演会」を実施する。

（３）都道府県父母教育懇談会

6 月1日（土）
　　　～
7 月14 日（日）
13:00 −16:30

47 都道府県
49 会場

遠方の父母も参加しやすいよう午後からの開催とする。参加者には、
学生の 2013 年度前期時間割表を配付する。
全体会では、「履修 ･ 学生生活」や「進路 ･ 就職」について本学教職
員が説明するとともに、在学生･ 卒業生による就職活動体験報告を実
施する。続いて、回生別や学部別等グループに分かれて、本学教職員
が参加者の質問や相談に回答するグループ別懇談会を実施する。

（４）秋のオープンカレッジ・委員懇談会

11月16 日（土）
12:00 −17:00

衣笠・BKC
両キャンパス

学部別懇談会を実施し、各学部の教員や学部事務室の職員が学部
の学びや進路について説明する。また実際に学んでいる在学生によ
る学生生活や就職活動の体験報告を実施する。
あわせて学生サポートルームを開室する。参加者には学生の 2013
年度前期までの成績通知表を配付する。
また、秋のオープンカレッジ開始前に父母委員と大学選出役員とで
委員懇談会を開催する。

（５）アカデミック京都ウォッチング

11月17 日（日）
※時間はコースに
より異なる。

検討中
京都や滋賀の歴史や文化について詳しい本学教員による講義を実施。
その後、フィールドワークを実施。本学教員または京都学生ガイド協
会に所属する本学学生がガイドを務め京都や滋賀の街を案内する。

　※開始・終了時間はいずれも予定時間を記載。
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２、学生教育支援事業
　学生教育支援事業は、学生が平等かつ公平に支援が受けられる事業に支援する。

支援内容 担当部門 事業名称 事業内容

（１）
正課等教育支援

教学部

新入生教育
支援事業

初年次の小集団教育科目となる基礎演習を単位とするクラス活動に対する補助

表彰制度
支援事業

主として正課に関わる分野において、優れた成果をおさめた取組を対象とした表彰制度

（２）
課外活動支援

学生部
文化・スポーツ
活動応援事業

①全学文化・スポーツ応援活動援助（応援バス・応援団派遣等）

②応援グッズ作成援助

③学園祭企画援助

（３）
進路就職支援

キャリア
センター

就職活動
支援事業

①キャリアフォーラム開催などU・Iターン就職活動の支援

②SPI等模擬試験受験料補助事業支援（2～4回の模擬テストを実施。2回のSPI模試
を無料化し受験率を向上させることにより、学生の筆記試験対策を啓蒙する。）

③「親子で考えるキャリア講座」の作成・配布

④スチューデンツ・ネットワークによる支援企画（CA・JA懇談会開催等）の実施支援

⑤就職活動学生（3回生以上対象）ダイレクトメールの作成および発送

⑥面接対策実施支援

⑦大阪梅田キャンパスでの就職活動支援強化のため、PC増設費用の援助、施設整備
費用への援助。専門カウンセラー拡充による相談体制強化のための支援。

図書館
資格試験等

図書支援事業
進路・就職関連資料や資格取得支援資料、読む力を育成し幅広い教養を身につける
資料の提供

（４）
国際交流支援

国際部 留学生支援事業 父母教育後援会会員が保証人である外国人留学生の国民健康保険料に対する補助

（５）
奨学金支援

社会
連携部

会員家計急変
奨学金支援事業

父母教育後援会会員で学費負担者たる父母・保証人の死亡・病気・解雇・倒産等によ
り家計が急変し、修学が困難となった学生を援助することを目的とした奨学金制度

留学生奨学金
支援事業

父母教育後援会会員を父母または保証人に持つ外国人留学生の学修の奨励に役立て
ることを目的とした奨学金制度

３、広報・通信事業
　広報 ･ 通信事業は、会報誌面の内容の充実、ホームページコンテンツの充実をはかる。

（１）父母教育後援会だより（会報）の発刊

父母教育後援会だより「夏号」を 2013 年 8 月に、「冬号」を 2014 年 2 月にそれぞれ 33,000 部発刊し、父母
教育後援会会員に送付する。父母がこれまで以上に読みやすく親しみのもてる誌面づくりを目指し、掲載コンテン
ツの見直しをおこなう。

（２）ホームページの管理 ･ 運営

父母教育後援会の各種事業や学園情報が見やすく、分かりやすいホームページにするために、掲載コンテンツの
充実をはかる。

（３）立命館大学父母教育後援会「入会のしおり」の送付

父母教育後援会会員に「2013 年度入会のしおり」を送付する。父母教育後援会の概要、年間を通しての事業、
各種問い合わせ先等を掲載するとともに、父母教育後援会の役割説明や懇談会への積極的な参加を呼びかける。
また、外国人留学生に対して「入会のしおり」英語版を作成し配布する。
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（４）キャンパスカレンダーの送付

父母教育後援会作成の「キャンパスカレンダー2013」を父母教育後援会会員に送付する。このカレンダーには、学
年暦や学校行事、各窓口の連絡先や窓口時間など立命館大学の基本情報を掲載し、父母と情報の共有をはかる。

（５）父母教育後援会オリジナルスケジュール手帳の送付

父母教育後援会作成の「2014 年度オリジナルスケジュール手帳」を父母教育後援会会員に送付する。実用的で
持ち歩きに便利なスケジュール手帳に学年暦や学校行事、各種窓口の連絡先など立命館大学の基本情報を掲載し、
父母との情報の共有をはかる。
また、入会記念品として 2013 年度新会員に「2013 年度オリジナルスケジュール手帳」を送付する。

4、特別事業
　特別事業は、2012 年度特別事業を基本的には踏襲する。

（１）｢アカデミック講演会」の地方開催

キャンパスから離れた地域に住む父母の皆様にも参加いただけるよう 2013 年度は北海道と香川県で「アカデミッ
ク講演会」を開催する。立命館大学教員を講師として招き、父母の関心の高いテーマについて講演いただく。
・アカデミック講演会 in Hokkaido（2013 年 10 月19 日）
・アカデミック講演会 in Kagawa（2013 年 10 月 27 日）

（２）2015 年度新キャンパス開設に伴うキャンパス整備支援

2015 年度の大阪茨木新キャンパス開設にともなう 3 キャンパス（衣笠キャンパス、びわこ・くさつキャンパス、大
阪茨木キャンパス）の展開・整備に際して、学生が緑あふれるキャンパスで、ゆとりあるキャンパスライフをおくる
ことを望み、学園に対して「キャンパスの緑化と憩いの広場の整備事業」を要望するとともに、この事業への支援
として、2011 年度から 2015 年度までの 5 年間で総額 1 億円を学園に対して寄付することを 2011 年度総会で決
定した。2013 年度においても 2,000 万円の寄付を立命館大学へおこなう。

（３）「災害時基金積立金」事業

東日本大震災後、防災意識の高まりとともに、災害発生時の支援策およびその財源確保について全国の父母委員
や会員から、父母教育後援会に要望があがっており、父母組織として大災害を想定した対策を構築する。現在の
基金残高が約 2 億 2,600 万円であることから、年積立額を 3,500 万円とし、目標額（5 億円）に達するまでの
8 年間を積立期間に設定する。

５、その他

（１）入学記念品の作成・贈呈

入学記念品として「キャンパスカレンダー 2013」を作成し、新入生全員に贈呈する。

（２）卒業記念品の作成・贈呈

卒業記念品を作成し、卒業生全員に贈呈する。今年度から、記念品単価を 3,000 円とする。

（３）父母教育後援会オリジナルグッズの作成 ･ 配付

春のオープンカレッジ、秋のオープンカレッジ、アカデミック講演会の参加者に配付するオリジナルグッズを作成
する。

（４）弔慰金の献呈

立命館大学父母教育後援会会員および会員を父母･保証人に持つ学生が死亡した場合、立命館大学父母教育後援
会弔慰金を献呈する。

以上
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2013年度　��館�学父母教育後援会��（�）

収入の部 （単位：円）
12年度
���

13年度
���

��

��収入 352,852,175 360,330,000
会費収入 352,555,000 360,000,000 （年会費＠10,000円、入会金＠5,000円）
過年度会費収入 0 0
卒業生父母資料費収入 268,000 300,000 卒業生父母の会（年会費＠2,000円）
預金利息収入 29,175 30,000
雑収入 0 0

�年度��金 134,451,714 164,552,690
収入の部　�計（�） 487,303,889 524,882,690

支出の部
12年度
���

13年度
���

��

��事業費支出 294,607,923 396,650,000
����会開�事業支出 73,139,375 86,450,000

�の�ー�ンカレッジ支出 8,160,827 10,050,000
会場費支出 0 0
業務委託費支出 3,163,227 3,400,000
通信運搬費支出 3,304,971 4,000,000
印刷費支出 813,676 1,500,000
謝礼金支出 534,771 600,000
旅費交通費支出 87,477 100,000
雑費支出 256,705 450,000

����父母��会支出 50,574,242 58,800,000
会場費支出 31,098,921 35,000,000
業務委託費支出 2,944,471 4,000,000
通信運搬費支出 296,700 1,000,000
印刷費支出 1,100,326 1,500,000
謝礼金支出 464,444 1,000,000
旅費交通費支出 14,433,884 16,000,000
雑費支出 235,496 300,000

�の�ー�ンカレッジ支出 8,981,416 10,600,000
会場費支出 0 0
業務委託費支出 3,761,730 4,000,000
通信運搬費支出 3,034,210 3,500,000
印刷費支出 1,456,706 2,000,000
謝礼金支出 248,222 300,000
旅費交通費支出 7,313 100,000
雑費支出 473,235 700,000

�通費支出 5,422,890 7,000,000
��学生教育支援事業支出 139,338,159 207,000,000

新入生教育支援支出 3,787,764 4,000,000 ＊教学部
父母教育後援会表彰制度支出 18,085,112 18,000,000 ＊社会連携部
課外活動支援支出 8,510,783 13,000,000 ＊学生部
就職活動支援支出 58,000,000 78,000,000 ＊キャリアセンター
資格試験等図書支援支出 5,000,000 5,000,000 ＊図書館
留学生支援支出 1,360,000 3,000,000 ＊国際部
修学援助（緊急）奨励金支出 2,060,000 0 ＊社会連携部
会員家計急変奨学金支出 37,141,200 80,000,000 ＊社会連携部
留学生奨学金支出 5,000,000 5,000,000 ＊社会連携部
学生教育支援事業　事務費支出 393,300 1,000,000 ＊社会連携部
その他 0 0

��会報�学����報事業支出 25,295,993 27,200,000
会報発行費支出 21,519,253 22,000,000
ホームページ運営費支出 3,731,700 5,000,000
謝礼金支出 41,000 100,000
雑費支出 4,040 100,000

��その他事業支出 56,834,396 76,000,000
入学記念品作成費支出 1,082,088 900,000 キャンパスカレンダー（2014年度版　新入生配布用）
在校生記念品作成費支出 3,119,106 3,300,000 キャンパスカレンダー（2014年度版　在校生父母配布用）
卒業記念品作成費支出 8,539,109 27,000,000 2012年度卒業記念品
災害見舞金支出 150,000 1,000,000
特別事業アカデミック講演会 2,715,294 6,000,000

20,000,000 20,000,000 2015年度新キャンパス開設に伴う事業
5,378,799 0

14,700,000 15,000,000
1,150,000 2,500,000 会員弔慰金

- 300,000 キャンパスカレンダー（2014年度版　特別会員配布用）
その他 0

����費支出 28,143,276 38,700,000
会議費支出 9,226,095 12,000,000
事務費支出 2,066,053 3,200,000
人件費支出 16,851,128 23,500,000

���備費支出 0 35,000,000
��父母教育後援会�金��金�入支出 0 35,000,000
��支出�計（�������）　（�） 322,751,199 505,350,000
�年度��金　（�）�（�） 164,552,690 19,532,690

特別会員記念品作成費支出
弔慰金支出

��

��

キャンパス整備支援事業
特別事業20年のあゆみ発行費支出
父母会員記念品作成費支出

（2012年度から会員家計急変奨学金に統合）



- 17 -

立命館大学父母教育後援会会則 

■名称および所在 

第１条 本会は､立命館大学父母教育後援会と称し､本部を立命館大学内に

置く｡ 

■目的 

第２条 本会は、立命館大学（以下「大学」という）の教育方針に則り、大

学と大学学部に在籍する学生の父母又はこれに準ずる者（以下「学生の父

母」という）との連絡を密にし、教育事業を援助し、併せて会員相互の親

睦を図ることを目的とする。 

■会員の資格 

第３条 本会は、次の会員をもって組織する。  

（１）正会員  学部学生の父母 

（２）特別会員 大学に勤務する教職員 

（３）賛助会員 本会の趣旨に賛同し、これに援助を与える者 

（４）卒業生父母の会員 学部卒業生の父母 

■事業 

第４条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）父母教育懇談会の開催 

（２）就職説明懇談会の開催 

（３）機関紙の刊行 

（４）学生の教育、厚生等に必要な事業に対する援助 

（５）大学の教育、研究に対する援助 

（６）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

■総会 

第５条 本会に、総会を置く。総会は、定期総会と臨時総会とする。 

２ 定期総会は、毎年１回開催し、臨時総会は、常任委員会の議を経て随

時開催する。 

３ 総会は会長、副会長、監事、常任委員、委員及び幹事長をもって構成

し、会長が議長となる。 

４ 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。 

５ 総会は、次の事項を決定する。 

（１）会長、副会長、監事、常任委員及び委員の選出 

（２）会則の改正 

（３）事業計画及び予算、決算 

（４）その他重要事項 

■役員 

第６条 本会に、次の役員を置く。 

（１）会長   １名   

（２）副会長  ３〜５名 

（３）監事   ２名 

（４）常任委員 若干名 

（５）委員 会員の在籍する各都道府県あたり１名以上 

（６）幹事長  １名 

（７）幹事   若干名 

（８）相談役  若干名 

（９）顧問   若干名 

■名誉会長 

第７条 本会に、名誉会長を置く。   

２ 名誉会長は大学長をもってあてる。 

３ 名誉会長は、常任委員会に出席して意見を述べることができる。 

■役員の選出 

第８条 役員は、次の方法によって選出する。 

（１）会長、副会長、監事及び委員は、総会において正会員の中から選出

する。 

（２）前号の規程にかかわらず、副会長のうち２名は副学長及び専務理事

をもってあてる。 

（３）常任委員は、総会において委員の中から選出する。 

（４）幹事長及び幹事は、特別会員の中から会長が委嘱する。 

（５）相談役は、本会のために特に功労のあった者につき、常任委員会の

議を経て会長が委嘱する。 

（６）顧問は、大学関係者の中から、常任委員会の議を経て会長が委嘱す

る。 

■役員の職務権限 

第９条 会長は、会務を統括し、本会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行

する。 

３ 監事は、本会の会務および会計を監査する。 

４ 委員は各県での懇談会等を通じて会員の意見をまとめ総会に報告す

ることができる。 

５ 幹事長は、会務を執行し、幹事は、これを補佐する。 

６ 相談役は、会長の諮問に応じ、常任委員会に出席して意見を述べるこ

とができる。 

７ 顧問は、常任委員会の諮問に応じ、常任委員会に出席して意見を述べ

ることができる。 

■役員の任期 

第１０条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

■委員会 

第１１条 （削除） 

■常任委員会 

第１２条 本会に、常任委員会を置く。 

２ 常任委員会は、会長、副会長、監事、常任委員及び幹事長をもって構

成し、会長が議長となる。 

３ 常任委員会は、原則として年２回以上開催し、その議事は、出席者の

過半数をもって決定する。 

４ 常任委員会は、次の事項を審議し、本会の運営を担当する。 

  （１）事業計画案及び、予算並びに決算書の作成 

  （２）事業計画の実施 

  （３）施行細則、規程等の制定及び改正 

  （４）相談役及び顧問の推薦 

  （５）その他の会務の執行に関する事項       

■事務局 

第１３条 本会に、本部事務局を置き、社会連携部長もしくは次長がこれを

統括する。 

２ 事務局は校友・父母課長がこれを担う。 

第１４条 本会に、支部を置くことができる。支部に関する事項は、別に定

める。 

■会計年度 

第１５条 本会の会計年度は、毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までとする。 

■運営資金 

第１６条 本会の運営は、入会金、会費、寄附金及びその他の収入による。 

２ 入会金及び会費の額、並びにその納入方法は、次のとおりとする。 

（１）正会員の入会金は、5,000 円とする。 

（２）正会員の会費は、年額 10,000 円とする。 

（３）賛助会員は、年額１口 30,000 円以上とし、本会に納入する。 

（４）卒業生父母の会員の会費は、年額 2,000 円とする。   

（５）正会員の入会金及び会費は、毎学年度の始めに納入しなければなら

ない。 

（６）会費等の徴収は、大学に委託して行う。 

■会則の改正 

第１７条 この会則は、常任委員会の議を経て総会の決議により改正するこ

とができる。 

■細則等の制定 

第１８条 この会則の施行に伴う細則、その他の規程は、常任委員会におい

て定める。 

附則  この規程は、1992 年 5 月 24 日から施行する。 

附則  （2003 年 5 月 24 日 総会規程の変更に伴う改正） 

この規程は、2003 年 5 月 24 日から施行する。 

附則  （2006 年 5 月 20 日 事務局規程の変更に伴う改正） 

この規程は、2006 年 5 月 20 日から施行する。 

附則  （2009 年 5 月 16 日 機構改編による部課名の変更にともなう改正） 

この規程は、2009 年 5 月 16 日から施行する。 

附則  （2013 年 5 月 18 日卒業生父母の会員追加にともなう改正） 

この規程は、2013 年 5 月 18 日から施行する。 





立命館大学父母教育後援会事務局（校友・父母課）
〒604-8520　京都市中京区西ノ京朱雀町1
TEL：075-813-8261　FAX：075-813-8262
受付時間：9:00 〜17:30（土・日・祝日・大学の休業期間を除く）
E-mail：fubo@st.ritsumei.ac.jp
URL：http://www.ritsumei.ac.jp/mng/fubo/index.htm




